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令和８年度 宇都宮市職員採用試験案内（セカンドチャレンジ採用） 

 
令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 

宇都宮市行政経営部人事課 

宇都宮市旭１丁目１番５号 

℡（028）632-2090，2074 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 育児・介護・修学・転職などさまざまな事情により，本市を退職した元職員を対象に，

面接試験および在籍時の人事評価による選考を行います。 

・ 随時，申込を受け付けておりますので，受験者の事情に合わせたタイミングで受験す

ることが可能です。 

 

 

 

・ 宇都宮と宇都宮市民の将来を広い視野から考えられる人 

・ 仕事に対して成果とスピードを常に意識できる人 

・ Vitality（活力・持続力）と笑顔あふれる人 

 

 

 

 

 

 

試験の特徴 

宇都宮市が求める人材 
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１ 試験区分・採用予定人員及び受験資格 
  

試験区分 採用予定人員 受験資格 

全職種 
（技能労務職・

消防職を除く。） 

若干名 

 

育児・介護・修学・転職などさまざまな事情により，本

市職員を退職した方で，次の①～④までの要件を全て満

たす者 

① 採用予定年度の末日における年齢が５０歳以下であ

ること 

② 本市の正規職員として，受験する職種の勤務経験

（※）が３年以上であること 

③ 採用予定日時点で，退職日の翌日から起算して１０

年を経過していないこと 

④ 受験する職種が資格または免許を必要とする場合

は，該当する資格または免許を保有していること 

 

※ 任期付職員や臨時的任用職員，会計年度任用職員と

しての勤務経験年数や休職，停職，育児休業，介護休

暇，自己啓発等休業，配偶者同行休業の期間は除きま

す。 

 

（注意事項） 

ア 職員の欠員状況等により，募集を行わない場合があります。 

イ 本市退職時と同一の職種で採用します。 

ウ 次のいずれかに該当する者は，受験できません。 

  ・ 日本国籍を有しない者（保育士等の一部職種を除く。） 

  ・ 拘禁刑以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者 

  ・ 日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し，又はこれに加入した者 

  ・ 宇都宮市職員として懲戒処分，分限処分（降任・免職）を受けたことがある者 

  ・ 宇都宮市職員の退職手当に関する条例第１１条の２第５項に規定する認定を得て

退職した者（早期退職者） 
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２ 選考スケジュール（１次試験制） 

 

申込受付期間 随時 

選考日 受験者と個別調整のうえ決定 

会場 宇都宮市役所本庁舎 

合格発表 選考日から約１～２か月以内 

（注意事項） 

ア 同一年度内に１回のみ受験可能です。 

イ 本市が行う他の職員採用試験との併願はできません。 

ウ 申込内容を確認した後，受験者に連絡を行い，選考日を決定します。 

エ 合格発表は，受験者に個別に通知します。 

 
３ 選考内容 

 

科目 内容 

面接試験 
社会経験等を通じて培われた能力，市政に対する意欲，人柄，性格

等をみるための個別面接試験 

在職時の 

人事評価 

在職時の人事評価結果により，職務遂行能力や職務に対する適性等

を判定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

４ 採用 

 

・ 採用予定年月日は，原則として令和９年４月１日ですが，前倒しで採用する場合も

あります。希望する場合は，エントリーシートにおいて，前倒し採用を希望する月を

明記してください。 

※ 最終合格者と個別に調整のうえで，決定いたします。ご希望に沿えないこともご

ざいますので，ご了承ください。 

 

・ 令和８年１２月２５日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による

児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（以下「こども性暴力防止法」

という。）に基づき，こどもと接する業務に従事する職員（保育所の職員のうち児童

の保育に関する業務を行うもの等）については，特定性犯罪の前科の有無を確認する

ための犯罪事実確認が必要となります。 

① 試験区分「心理」「保育士」について 

特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合），こども性暴力 

防止法に基づき，当該業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため，

採用までの間に，書面等により特定性犯罪事実該当者であるか否かを確認します。

なお，この結果，該当者であることが判明した場合は，採用しないことがありま

すので，あらかじめご了承ください。 

② 試験区分「心理」「保育士」以外について 

特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合），こども性暴力 

防止法に基づき，当該業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため，

採用までの間に，書面等により特定性犯罪事実該当者であるか否かを確認するこ

とがあります。なお，この結果，該当者であることが判明した場合は，当該業務

に従事することができませんので，あらかじめご了承ください。 

※ 「特定性犯罪」，「特定性犯罪事実該当者」の内容については，こども性暴

力防止法第２条第７項及び第８項を参照してください。 
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５ 受験手続 

 

申込

方法 

 

⑴ 受験を希望する方は，下記の件名・内容にてメールを送付してください。 

 

【件名】 

宇都宮市職員採用試験（セカンドチャレンジ採用）申込みに係る事前連絡 

 【内容】 

  ① 氏名（在籍時と現在の姓が異なる場合は，旧姓も記載） 

  ② 生年月日 

  ③ 在籍期間及び所属名称 

  ④ 在籍時の職種 

  ⑤ 退職年月日 

  ⑥ 退職理由（育児，転職等） 

  ⑦ 選考日程に係る希望 

    例）平日〇曜日希望，土日は終日対応可 

 【送信先】 

  宇都宮市行政経営部人事課 採用担当 

   u05001500@city.utsunomiya.tochigi.jp 

 

⑵ メール受信後，受験資格を満たすことを確認してから，人事課からメール

にて「申込み専用ＵＲＬ」を送付しますので，当該ＵＲＬから申込みを行っ

てください。 

⑶ 申込み内容を確認後，選考に関する連絡をさせていただきます。 

 

（注意事項） 

ア 受験資格を満たしていない，あるいは該当職種の募集を行っていない場合は，そ

の旨について連絡させていただきます。 

イ 「＠city.utsunomiya.tochigi.jp」のドメインから送信されるメールが受信でき

るよう設定してください。 

ウ メールを送付してから，１週間以内に人事課からメールが届かない場合は， 

人事課（℡028-632-2090）までお問い合わせください。 

 

６ 勤務条件等（⑵⑶は令和７年度実績） 

⑴ 採用時の給料月額は，退職時の職務の級号給を基本に，退職後の経歴等を勘案して

決定します。 

⑵ このほか，地域手当（６％），扶養手当・通勤手当・住居手当・時間外勤務手当等が

条件に応じて支給されます。 

⑶ 期末・勤勉手当は年２回（６月と１２月）に支給されます。（年間４．６５か月） 

⑷ 採用時の職位は，退職後の経歴や選考結果等を踏まえて決定します。 
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７ 選考結果の開示 

 選考結果については，開示請求することができます。開示を希望する場合は，受験者本

人が，運転免許証等の写真が添付された身分を証明できるものを持参の上，人事課にお越

しください。電話等による開示請求はできません。 
 

開示請求できる人 開示する内容 開示の期間及び場所 

受験者 合計得点 

合格発表の日から 

１か月程度 

（開示の場所）人事課 

 

◎ 宇都宮市職員採用公式ＳＮＳ等について 

職員採用サイトＵ＋のほか，宇都宮市職員採用公式ＳＮＳ（X(旧 Twitter)･Instagram）

アカウントにおいて，採用試験に関する情報や職員の仕事内容，先輩職員の声等を紹介

しています。 

職員採用サイトＵ＋ X（旧 Twitter） Instagram 

   

 


